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(57)【要約】
【課題】容器への給水時に、給水ボックスを保持する軸
にかかる負荷を軽減可能な水自動供給機を提供する。
【解決手段】浄水を容器２に対して供給する水自動販売
機１であり、容器２に浄水を供給するために、容器を収
容可能に設けられた給水ボックス３と、容器２の給水口
に浄水を供給する給水ノズル１２と、給水ボックス３内
に回転軸７１を中心に回転可能に設けられ、容器２を保
持する保持部３０と、回転軸を回転させるモータ７とを
有する。保持部３０は、容器２を支持し、容器２から加
わる重量に応じて、給水ボックス３の底面部２０に接離
する支持部３４を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浄水を容器に対して供給する水自動供給機において、
　前記容器に浄水を供給するために、前記容器を収容可能に設けられた給水ボックスと、
　前記容器の給水口に浄水を供給する浄水供給部と、
　前記給水ボックス内に軸を中心に回転可能に設けられ、前記容器を保持する保持部と、
　前記軸を回転させる駆動源と、
　を有し、
　前記保持部は、前記容器を支持し、前記容器から加わる重量に応じて、前記給水ボック
スの内部に接離する支持部を有することを特徴とする水自動供給機。
【請求項２】
　前記保持部は、前記軸が接続された基体部を有し、
　前記支持部は、前記給水ボックスの内部から離れる離間位置と、前記給水ボックスの内
部に接する当接位置との間で変位可能となるように、基体部に設けられていることを特徴
とする請求項１記載の水自動供給機。
【請求項３】
　前記支持部は、弾性部材を介して、前記基体部に取り付けられていることを特徴とする
請求項２記載の水自動供給機。
【請求項４】
　前記支持部は、前記基体部に対して昇降可能に設けられ、
　前記支持部を、離間位置に付勢する付勢部材が設けられていることを特徴とする請求項
２記載の水自動供給機。
【請求項５】
　前記保持部は、前記軸に対して、前記容器から加わる重量に応じて移動可能に設けられ
ていることを特徴とする請求項１記載の水自動供給機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浄水を容器に供給して販売する水自動供給機に係り、特に、水の充填により
重量が増す容器の支持構造に改良を施した水自動供給機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現代の消費生活では健康や安全を重視する傾向が強まっており、毎日使用する水に関し
ては高い水質が要求されている。単に飲料水として用いる場合には、ミネラルウォーター
などの清涼飲料水がペットボトルに詰められて販売されているが、調理や米の研ぎ水など
家庭単位で大量に使う場合には、容器式の水自動販売機が利用されている。容器式の水自
動販売機とは、水道水等の原水から水処理装置によって浄水を生成し、この浄水を利用者
が持参した容器に給水・販売するものである。
【０００３】
　水自動販売機については、厚生労働省の規格基準のもと、食品衛生法に適合した構造の
機器によって、同法が定める「清涼飲料水」が消費者に提供されている。また、清涼飲料
水を持ち帰るための容器についても、容器本体から容器構成物質が溶出しないなど同法に
適合した容器が利用されている。このような水自動販売機は、容器の再利用（リユース）
が可能なので経済的であり、環境調和の観点からも優れている。このため、近年では、水
自動販売機の需要は拡大傾向にあり、様々な技術が提案されている。
【０００４】
　かかる容器式の水自動販売機には、利用者が持参した容器を収容し、その容器に浄水を
供給するためのスペースとして、給水ボックスが設けられている。この給水ボックスの内
部には、容器を保持する保持部が設けられ、前部には扉が設けられている。利用者は、こ
の扉を開けて、機器の前面等に貼付した説明図や保持部に表示した印等によって指示され
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ている位置に、容器をセットする。セットされた容器に対して、洗浄等が施された後、浄
水が供給される。
【０００５】
　このように、自動販売機内の給水ボックス内において、給水前に容器洗浄を行う装置と
しては、種々のものが提案されている。例えば、給水ボックス内で、空の容器内に洗浄水
を供給し、容器を回転させることにより、洗浄する装置が提案されている（特許文献１、
２参照）。また、給水ボックス内の下部に、給水ノズルとは別の洗浄水の供給ノズルを設
け、反転させた容器の給水口に供給ノズルから洗浄水を噴出させることにより、洗浄する
装置も提案されている（特許文献３～５参照）。
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－４０４５９号公報
【特許文献２】特開２００７－３２３３７４号公報
【特許文献３】特開２００５－１９６７７５号公報
【特許文献４】特開２００４－３１８７２５号公報
【特許文献５】特開２００７－１１２４６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記のように、洗浄のために容器を回転させる水自動販売機においては、給
水ボックス内で容器を保持する保持部が、モータによって回転する回転軸に取付けられて
いる。給水を受けるために利用者が持参する空容器は軽いため、利用者が空容器を保持部
にセットしても、回転軸にかかる負荷は小さい。
【０００８】
　しかし、給水ボックス内で給水を終えた容器は、大量の水が充填されているため、非常
に重くなる。従って、かかる容器を支持する回転軸には、大きな負荷がかかる。回転軸は
、せん断方向にかかる力に弱いため、このような負荷が頻繁に加わると、モータの精度や
寿命に影響を与える可能性がある。
【０００９】
　また、容器への給水による負荷の増大と、容器の取り出しによる負荷からの解放という
急激な負荷の変化を繰り返すと、軸及びその周辺の部材の金属疲労を招く可能性もある。
【００１０】
　本発明は、このような従来技術が持つ課題を解決するために提案されたものであり、そ
の目的は、容器への給水時に、容器を支持する軸にかかる負荷を軽減可能な水自動供給機
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するため、請求項１の発明は、浄水を容器に対して供給する水自動供
給機において、前記容器に浄水を供給するために、前記容器を収容可能に設けられた給水
ボックスと、前記容器の給水口に浄水を供給する浄水供給部と、前記給水ボックス内に軸
を中心に回転可能に設けられ、前記容器を保持する保持部と、前記軸を回転させる駆動源
と、を有し、前記保持部は、前記容器を支持し、前記容器から加わる重量に応じて、前記
給水ボックスの内部に接離する支持部を有することを特徴とする。
【００１２】
　以上のような請求項１の発明では、容器が浄水の供給を受けて重量物となった場合には
、支持部は給水ボックスの内部に接する。このため、容器の重量が、給水ボックスへと分
散され、軸にかかる負担が大幅に軽減される。
【００１３】
　請求項２の発明は、請求項１の水自動供給機において、前記保持部は、前記軸が接続さ
れた基体部を有し、前記支持部は、前記給水ボックスの内部から離れる離間位置と、前記
給水ボックスの内部に接する当接位置との間で変位可能となるように、基体部に設けられ
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ていることを特徴とする。
　以上のような請求項２の発明では、変位する支持部という簡単な構成によって、軸にか
かる負荷の軽減を図ることができる。
【００１４】
　請求項３の発明は、請求項２の水自動販売機において、前記支持部は、弾性部材を介し
て、前記基体部に取り付けられていることを特徴とする。
　以上のような請求項３の発明では、弾性部材によって、支持部が離間位置に容易に復帰
できる。
【００１５】
　請求項４の発明は、請求項２の水自動販売機において、前記支持部は、前記基体部に対
して昇降可能に設けられ、前記支持部を、離間位置に付勢する付勢部材が設けられている
ことを特徴とする。
　以上のような請求項４の発明では、請求項２の水自動販売機において、支持部は、昇降
により離間位置と当接位置との間を移動するので、支持部自体の変形等も防止される。
【００１６】
　請求項５の発明は、請求項１の水自動供給機において、前記保持部は、前記軸に対して
、前記容器から加わる重量に応じて移動可能に設けられていることを特徴とする。
　以上のような請求項５の発明では、容器が浄水の供給を受けて重量物となった場合には
、保持部が移動することにより、支持部は給水ボックスの内部に接する。このため、軸に
かかる負担が、さらに軽減される。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように、本発明によれば、容器への給水時に、給水ボックスを保持する軸
にかかる負荷を軽減可能な水自動供給機を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　続いて、本発明を実施するための最良の形態（以下「実施形態」と呼ぶ）について、図
１～図９を参照して具体的に説明する。
［実施形態の構成］
　本実施形態の構成を、図１～６を参照して説明する。本実施形態は、逆浸透膜方式を採
用した容器式の水自動販売機である。なお、図１は正面図、図２は透視正面図、図３～５
は透視側面図、図６は支持部の側面図である。
【００１９】
　まず、図１及び図２に示すように、水自動販売機１の中央部には、ボトル型の容器２を
収容するための給水ボックス３が設けられている。給水ボックス３の前部には、容器２を
出し入れするための取出口６が設けられている。この取出口６には、開閉自在な給水扉５
が取り付けられている。給水扉５は、正面から見て向かって左側縁部が、蝶番により水自
動販売機１の正面に取り付けられ、右側縁部にハンドル部５ａが固定されている。給水扉
５の開閉は、利用者がハンドル部５ａを持って行う。
【００２０】
　給水ボックス３の内部には、図２～５に示すように、給水ノズル１２（浄水供給部）が
配置されている。この給水ノズル１２には、逆浸透膜による浄水装置等（図示せず）が接
続され、自動制御された弁等が開閉することにより、容器２に対して適量の浄水が供給さ
れるように構成されている。また、給水ボックス３内には、セットされる容器２の上下左
右を保持する保持部３０が設けられている。利用者はこの保持部３０に合わせて容器２を
押し込むことにより、給水ノズル１２の下部に、容器２の給水口の位置が合うように構成
されている。
【００２１】
　保持部３０は、図３に示すように、基体部３１、腕部３２、押え部３３及び支持部３４
を有する。基体部３１は、給水ボックス３の奥における容器２の背部に接する位置に、垂
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直方向に配設されたプレートである。給水ボックス３の後方にはモータ７が固定され、こ
のモータ７の回転軸７１が、給水ボックス３の背面を抜けて、基体部３１に接続されてい
る。これにより、基体部３１は、モータ７の作動に従って、回転軸７１を中心に回転可能
に設けられている。さらに、基体部３１の下端には、後方へ直角に屈曲された水平部３１
ａが設けられている。
【００２２】
　腕部３２は、容器２を両脇から保持する左右一対の部材である。この腕部３２は、略コ
の字状のパイプを、基体部３１の左右に固定したものであり、その前方が、容器２を挿入
し易いように左右に広がっている。押え部３３は容器２の肩部を支える部材である。この
押え部３３は、略凹の字状のパイプを、基体部３１の上部に固定したものであり、その窪
み部分には、容器２の給水口の根本部分が挿入される。
【００２３】
　支持部３４は、容器２の底部を支持する部材である。この支持部３４は、基体部３１の
下部から前方に突出するように設けられたプレートであり、後端が上方に屈曲された後面
部３４ａ、中間が容器２の底部が乗る平面部３４ｂ、前端が下方に屈曲された前面部３４
ｃとなっている。さらに、平面部３４ｂにおける前面部３４ｃ寄りには、段差部３４ｄが
設けられている。
【００２４】
　後面部３４ａは、平面部３４ｂに対して、直角よりも小さい角度Ｘ（例えば、８５°）
で屈曲されている。そして、平面部３４ｂの底面と水平部３１ａの底面とが、バネ蝶番８
を介して取付けられている。このバネ蝶番８は、支持部３４を基体部３１に対して回動可
能に接続するとともに、バネにより、支持部３４を上方に付勢している。これにより、初
期状態においては、後面部３４ａの背面が基体部３１の前面に接触し、平面部３４ｂは、
前方が後方よりも高くなる勾配（例えば、５°）を有している。そして、初期状態におい
ては、前面部３４ｃの下端と、給水ボックス３の底面との間には、隙間Ｙ（例えば、数ｍ
ｍ）が形成されている。
【００２５】
　また、給水ボックス３の底面部２０には、逆さになった容器２の給水口に対して、非接
触で対向する位置に、洗浄ノズル９（洗浄水供給部）が設けられている。洗浄ノズル９に
は、水道水の供給経路が接続されており、スイッチ操作等により制御される電磁弁類の開
閉に応じて、水道水が噴出される構成となっている。なお、図示はしないが、スムーズな
排水が可能となるように、底面部２０は、その一部がメッシュ状となっている。さらに、
底面部２０は、外部に突出した部分がカウンター状の台板２２となっている。
【００２６】
［実施形態の作用］
　以上のような構成を有する本実施形態は、次のように利用することができる。すなわち
、利用者は、容器２のキャップを外して、ハンドル部５ａを手前側に引くことによって給
水扉５を開け、図２及び図３に示すように、給水ボックス３内における保持部３０に合わ
せて、容器２を奥へ押し込む。このとき、空の容器２は軽量であるため、図６（Ａ）に示
すように、支持部３４の平面部３４ｂは勾配を維持したまま容器２を支持し、前面部３４
ｃの下端は給水ボックス３の底面部２０に接していない。
【００２７】
　そして、利用者が給水扉５を閉じると、図４に示すように、モータ７が作動して、保持
部３０が１８０°回転する。これにより、容器２が逆さまになり、その給水口が洗浄ノズ
ル９の直上に来る。この状態で、洗浄ノズル９から洗浄用の水道水が噴出され、容器２が
洗浄される。
【００２８】
　次に、モータ７が作動して、保持部３０が１８０°回転する。これにより、容器２が元
の姿勢に復帰して、その給水口が、給水ノズル１２の直下に来る。そして、給水ノズル１
２から容器２の給水口へ浄水が供給され、容器２内に所定量の浄水が満たされた後、給水
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が停止する。
【００２９】
　このような給水に従って容器２の重量が増すので、支持部３４は、バネ蝶番８のバネの
付勢力に抗して下方に回動し、図５及び図６（Ｂ）に示すように、その前面部３４ｃの下
端が給水ボックス３の底面部２０に当接する。給水完了時には、支持部３４の平面部３４
ｂは、水平若しくは水平よりもやや前方が下がった勾配となる。これにより、容器２を支
持しているモータ７の回転軸７１及び回転軸７１に接続された基体部３１にかかる負荷が
軽減される。なお、このとき、段差部３４ｄによって、容器２の飛び出しが防止される。
【００３０】
　次に、利用者は、キャップによって容器２の給水口を閉じた後、容器２の側面若しくは
取っ手部分を持って、容器２を手前に引き寄せる。すると、浄水で満たされた容器２は、
給水ボックス３から引き出される。このように、容器２が引き出されると、容器２の重量
から支持部３４が解放されるので、バネ蝶番８のバネの付勢力によって、支持部３４が初
期状態に復帰する。これにより、前面部３４ｃの下端と、給水ボックス３の底面部２０と
の間には、隙間Ｘが形成される。
【００３１】
［実施形態の効果］
　以上のような本実施形態によれば、容器２が、浄水が満たされて重量物となった場合に
は、支持部３４の前面部３４ｃの端部が、給水ボックス３の底面部２０に当接するので、
モータ７の回転軸７１にかかっていた負荷が分散される。従って、回転軸７１に大きな力
が集中してかかることによる故障の発生を低減し、モータ７の精度や寿命の低下を防止で
きる。
【００３２】
［他の実施形態］
　本発明は、上記のような実施形態に限定されるものではない。例えば、基体部、押え部
、支持部等、保持部を構成する部材の形状は、上記の実施形態で例示したものには限定さ
れない。いずれをプレート状、パイプ状、棒状等とするかは自由である。支持部３４を基
体部３１に固定して、支持部３４の弾性のみによって、底面部２０への接離を可能として
もよい。
【００３３】
　例えば、図７（Ａ）（Ｂ）に示すように、支持部３４を、基体部３１に対して、上下に
スライド移動可能に設けることも可能である。この場合、支持部３４の後面部３４ａと平
面部３４ｂとの角度は、直角でよい。但し、かかる実施形態では、支持部３４を上方に保
持する付勢手段を設ける必要がある。
【００３４】
　スライド移動は、例えば、基体部３１に設けられたガイド部材（図示せず）にガイドさ
れるように構成されている。ガイド部材の例としては、直線状のガイドレールや、後面部
３４ａの左右の縁に対応する位置に設けられた側壁等、種々のものが考えられるが、スラ
イド移動を実現できるものであれば、どのような構造であってもよい。
【００３５】
　付勢手段としては、例えば、図８（Ａ）に示すように、支持部３４を吊り上げるスプリ
ング、バネ等の弾性部材１０を設けることが可能である。これにより、給水時の支持部３
４の急激な下降が緩和されるとともに、初期状態への復帰もスムーズとなる。
【００３６】
　なお、付勢手段は、支持部３４を上方に付勢できればよいので、弾性部材１０の配置方
向は問わない。従って、支持部３４と弾性部材１０とを連結するワイヤ、ロープ等を、滑
車により方向変換すれば、弾性部材１０が基体部３１の背後にあってもよいし（図８（Ｂ
）参照）、弾性部材１０の伸縮方向が横であってもよい。また、例えば、付勢手段として
の自動巻リールを、ワイヤ、ロープ等を介して支持部３４に連結することにより、バネの
力で巻き取られる構成としてもよい。
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【００３７】
　また、図９に示すように、給水ボックス３の底面部２０の一部に、隆起した弾性体１１
を設けておいてもよい。かかる弾性体１１の上面は、初期状態においては、回転する容器
２の底面には接していないため（例えば、図８のように上方に付勢されている）、回転の
邪魔にはならない（図９（Ａ））。容器２に給水が開始され、支持部３４が下方にスライ
ド移動すると、支持部３４の底面が、弾性体１１の上部に接して、容器２の加重増加に従
って、柔軟につぶれ始める（図９（Ｂ））。これにより、モータ７の回転軸７１及び回転
軸７１に接続された基体部３１にかかる負荷が、さらに軽減される。給水が完了し、容器
２を取り出すと、弾性体１１が元の形状に復元される。
【００３８】
　弾性体１１の形状や材質は、特定のものには限定されない。例えば、球形、部分球形、
円柱形、角柱形、円錐形、角推形、蒲鉾形等が考えられる。材質としては、例えば、ゴム
、ゲル、プラスチック、スポンジ等の樹脂、金属、木等が考えられる。弾性体１１の配置
位置は、洗浄ノズル９の邪魔にならない位置であればよく、単数でも複数でもよい。洗浄
ノズル９の部分だけに穴が形成されたものであってもよい。
【００３９】
　また、例えば、図１０に示すように、弾性部材として、断面がＮ形の復元性のある連結
部材１３を介して、支持部３４と基体部３１とを連結することも可能である。かかる場合
には、容器２の重量に従って、連結部材１３が延びる方向に変形するので、支持部３４は
下降するとともに、前方に移動する。このため、給水完了時には、容器２が手前に出て、
取り出し易い状態となる。なお、連結部材１３には、剛性、復元性が要求されるので、弾
性限界を超えないように、図１１（Ａ）（Ｂ）に示すように、扇子状状に開閉する補助プ
レート１３ａが付いていてもよい。連結部材１３の材質としては、ゴム、プラスチック等
の樹脂、金属等が考えられる。
【００４０】
　また、例えば、図１２、図１３に示すように、平面部３４ｂの底面に突出した脚部３４
ｅを設けることも可能である。図１２は、図６に示した実施形態において、バネ蝶番８の
軸から前面部３４ｃの前端までの長さがＬである場合に、バネ蝶番８の軸からＬ／Ｎの位
置に、脚部３４ｅを設けた例である。ここで、図１２（Ａ）に示すように、待機状態にお
いては、脚部３４ｅの下端と底面部２０までの間隔が、Ｙ／Ｎとなるように設定されてい
る。これにより、図１２（Ｂ）に示すように、容器２に浄水が供給された場合、前面部３
４ｃの下端及び脚部３４ｅの下端が底面部２０に当接するので、回転軸７１及び回転軸７
１に接続された基体部３１にかかる荷重が、さらに低減される。
【００４１】
　また、図１３は、図９に示した実施形態において、平面部３４ｂの後端に脚部３４ｅを
設けた例である。ここで、図１３（Ａ）に示すように、待機状態においては、脚部３４ｅ
の下端と底面部３０までの間隔が、Ｙとなるように設定されている。これにより、図１３
（Ｂ）に示すように、容器２に浄水が供給された場合、前面部３４ｃの下端及び脚部３４
ｅの下端が底面部２０に当接するので、回転軸７１及び回転軸７１に接続された基体部３
１にかかる荷重が、さらに低減される。
【００４２】
　また、図１４～図１６に示すように、角軸部７２と軸受部３１ｂによる負荷軽減を図る
ことも可能である。角軸部７２は、回転軸７１の先端に設けられた直方体形状の部材であ
る。軸受部３１ｂは、基体部３１の背面に固定された略コの字状（凹状）の部材である。
軸受部３１ｂの内部に、角軸部７２が挿入されることにより、回転軸７１の回転とともに
、保持部３０及びこれに搭載された容器２も回転する。したがって、モータ７が作動して
、保持部３０が１８０°回転することにより、容器２が逆さまになり、その給水口が洗浄
ノズル９の直上に来るので、洗浄ノズル９による容器２の洗浄が可能となる。
【００４３】
　そして、モータ７が作動して、保持部３０が１８０°回転すると、容器２が元の姿勢に
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復帰して、その給水口が、給水ノズル１２の直下に来る。給水ノズル１２から容器２の給
水口へ浄水が供給されると、容器２の重量が増すので、図１４（Ｂ）、図１５に示すよう
に、軸受部３１ｂが、角軸部７２からずれて下方へスライド移動して、支持部３４が底面
部２０に当接する。これにより、モータ７の回転軸７１及び回転軸７１に接続された基体
部３１にかかる負荷が、さらに軽減される。
【００４４】
　かかる角軸部７２と軸受部３１ｂを用いた場合には、給水により下降した保持部３０を
、待機時のために上方に復帰させる必要がある。そのための構造としては、上記の実施形
態で示したものも考えられるが、次のような例も適用可能である。
【００４５】
　すなわち、図１７に示すように、角軸部７２の底面と、軸受部３１ｂの内面に、磁石１
４ａ，１４ｂを取り付ける構造が考えられる。かかる場合には、図１７（Ｂ）に示すよう
に、給水時には、磁力に抗して軸受部３１ｂが下降するが、容器２が取り出されると、図
１７（Ａ）に示すように、磁力によって軸受部３１ｂが上昇して元の位置に復帰する。な
お、磁石１４ａ，１４ｂの隙間は、図１７では大きく示しているが、実際には数ｍｍ程度
で良い。
【００４６】
　また、図１８に示すように、角軸部７２に吊上具１５を設け、吊上部１５の取り付けら
れた弾性部材１５ａによって、軸受部３１ｂを保持する構造が考えられる。かかる場合に
は、図１８（Ｂ）に示すように、給水時には、弾性部材１５ａが延びて軸受部３１ｂが下
降するが、容器２が取り出されると、図１８（Ａ）に示すように、弾性部材１５ａの復元
力によって、軸受部３１ｂが上昇して元の位置に復帰する。なお、弾性部材１５ａの材質
や形状も、上記の弾性体１１で示したと同様に、自由である。
【００４７】
　さらに、図１９に示すように、保持部３０の下方に、バンパー、シリンダ等の押上部材
１６を設ける構造も考えられる。かかる場合には、給水時には、押上部材１６の付勢力に
抗して軸受部３１ｂが下降するが、容器２が取り出されると、押上部材１６の付勢力によ
って軸受部３１ｂが上昇して元の位置に復帰する。押上部材１６の付勢力は、弾性体によ
るもの、気圧若しくは液圧による物等、どのようなものによって得てもよい。なお、上記
は、保持部３０を自動的に復帰させる構造の例であるが、テコ等の利用により、手動によ
り復帰させる構造も適用可能である。
【００４８】
　また、図２０に示すように、角軸部７２及び軸受部３１ｂは、スライド方向に長く形成
されている方が、スライド時のぶれによる精度の低下が押えられる。この場合、上述のよ
うに、図２０中、スライド長Ｈ２は、数ｍｍ程度あれば十分であるので、Ｈ１が長くなる
ように工夫することになる。なお、上記の角軸部７２及び軸受部３１ｂは、断面が四角で
あったが、例えば、角がない長円形とＵ字形の組み合わせでもよい。
【００４９】
　また、図２１に示すように、台板２２の高さを、支持部３０の高さに合わせることによ
って、容器２を取り出し易い構成とすることも可能である。また、給水ノズル１２や洗浄
ノズル９を複数にすることはもちろん、形状を可変としたり、異なる形状のものに交換可
能としたり、位置が移動するように構成してもよい。給水ノズル１２と洗浄ノズル９を共
通のノズルとしてもよい。洗浄時や給水時の容器２の方向も上記のものには限定されない
。洗浄時に、回転軸７１を中心に、容器２を回動若しくは揺動させてもよい。
【００５０】
　回転軸７１は、モータ７のシャフトでもよいが（ダイレクトドライブ）、ギヤ機構やベ
ルト等により、モータ７の動力が間接的に伝達されるものであってもよい。容器２の洗浄
に用いる水は、上記の実施形態で例示したものよりも、さらに精緻な処理水でもよい。上
記の容器洗浄、容器搬送、給水のいずれかの領域において、紫外線照射による殺菌処理を
施してもよい。さらに、浄水装置の種類、金銭の収集方法等も特定のものには限定されな
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い。販売を目的としない浄水を供給する装置にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の第１の実施形態を適用した容器式の水自動販売機の正面図である。
【図２】図１の実施形態の透視正面図である。
【図３】図１の実施形態のボトル設置時の透視側面図である。
【図４】図１の実施形態のボトル洗浄時の透視側面図である。
【図５】図１の実施形態の給水時の透視側面図である。
【図６】図１の実施形態における支持部の初期状態（Ａ）、下降時（Ｂ）を示す側面図で
ある。
【図７】本発明の他の実施形態における支持部の初期状態（Ａ）、下降時（Ｂ）を示す側
面図である。
【図８】図７の実施形態における弾性部材の配置を示す側面図である。
【図９】本発明の他の実施形態における支持部の初期状態（Ａ）、下降時（Ｂ）を示す側
面図である。
【図１０】本発明の他の実施形態における支持部の初期状態（Ａ）、下降時（Ｂ）を示す
側面図である。
【図１１】図１０の実施形態における連結部材の初期状態（Ａ）、伸張時（Ｂ）を示す側
面図である。
【図１２】本発明の他の実施形態における支持部の初期状態（Ａ）、下降時（Ｂ）を示す
側面図である。
【図１３】本発明の他の実施形態における支持部の初期状態（Ａ）、下降時（Ｂ）を示す
側面図である。
【図１４】本発明の他の実施形態における軸受部の初期状態（Ａ）、下降時（Ｂ）を示す
正面図である。
【図１５】図１４（Ｂ）の斜視図である。
【図１６】図１４の軸受部を取り付けた保持部を示す正面図である。
【図１７】本発明の他の実施形態における磁石を用いた軸受部の初期状態（Ａ）、下降時
（Ｂ）を示す正面図である。
【図１８】本発明の他の実施形態における吊上具を用いた軸受部の初期状態（Ａ）、下降
時（Ｂ）を示す正面図である。
【図１９】本発明の他の実施形態における押上部材を用いた保持部を示す透視側面図であ
る。
【図２０】本発明の他の実施形態における軸受部を示す斜視図である。
【図２１】本発明の他の実施形態における透視側面図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１…水自動販売機
　２…容器
　３…給水ボックス
　５…給水扉
　５ａ…ハンドル部
　６…取出口
　７…モータ
　８…バネ蝶番
　９…洗浄ノズル
１０，１５ａ…弾性部材
１１…弾性体
１２…給水ノズル
１３…連結部材
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１４ａ，１４ｂ…磁石
１５…吊上具
２０…底面部
２２…台板
３０…保持部
３１…基体部
３１ａ…水平部
３２…腕部
３３…押え部
３４…支持部
３４ａ…後面部
３４ｂ…平面部
３４ｃ…前面部
３４ｄ…段差部
３４ｅ…脚部
７１…回転軸

【図１】 【図２】



(11) JP 2010-92425 A 2010.4.22

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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